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研究成果の概要（和文）：第一に、日本における教職＝専門職像が、欧米モデル、特に米国の専門職像とどう異
なるかを明らかにした。日本における教職の専門職像は、米国における教職＝専門職像と異なり、国家主義に環
流するメカニズムを内包する点を明らかにした。第二に、19世紀米国における教職の専門性と専門職性の関係を
明らかにした。米国では、教職の専門職性（給与や待遇）を支えることなしに、教職の専門性（教師の能力）を
高めようとする改革を約百年間続けたが、成功しなかった。第三に、20世紀日本においては、教職の専門性を高
める改革が続けられてきたが、教職の専門職性を高める改革は、1969年の人材確保法以来行われていないことが
示唆された。

研究成果の概要（英文）：  First, Aki Sakuma pointed out that the concept of profession of teaching 
in Japan was constructed based on the teachers' self-sacrifice for the nation in Meidi Era, which 
was different from the US concepts based on the devotion to the God. 
 Secondly, I analyzed the relationship between the professionalism and the professionality of 
teaching in 19th century America. US normal schools was required to improve teachers’ ability and 
kept reforming their curriculum, in vain. One of the main reasons of it was they could get only few 
fiscal supports for promoting teachers’ salary/ working conditions. Thirdly, the relationship 
between the professionalism and the professionality of teaching in 20th century Japan.

研究分野： 教育学
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１． 研究開始当初の背景 
欧米英語圏における教職研究は、「教職の

専門性」を二つの観点から検討してきた
(Englund, 1996)。一つは「教職の専門性
(professionalism)」、つまり教師の職務内容や
行動の具体や規範の観点であり、もう一つは
「教職の専門職性(professionalization)」、つ
まり教職の社会的地位や尊敬の度合い、社会
的評価や専門的報酬などの観点である。 
この二つの観点を分別した近年の諸研究

は、各国における教育改革や教員政策に、反
省を促してきた。すなわち、従来は教職の専
門化と専門職化は補完的なものと捉えられ、
教員養成期間の延長など、教師の力量を向上
させれば教職への信頼も増すことを自明の
前提とした改革が推進されてきた。 
しかし近年の英国を中心とする教職史研

究は、専門化改革がむしろ専門職化を阻み、
相反関係を生じる場合もあることを指摘し
てきた(Labaree, 1997; Hargreaves, 2006＝
佐久間、2012et.al.)。 
翻って日本では、これら国際的研究動向を

踏まえた史的研究は未だ少ない。教職史の包
括的研究は、稲垣忠彦他編『教師のライフコ
ース』（東大出版会、1988 年）、門脇厚司『東
京・教員生活史研究』(学文社、2004)などご
く少数に限られ、しかも、戦後を対象とした
研究はほとんどおこなわれてこなかった。さ
らに、専門性と専門職性を文節化した分析枠
組みを用いた研究も少数に留まってきた（ハ
ーグリーブズ＝佐久間訳、2012）。 
 
 
２．研究の目的 
したがって本研究では、戦後日本において、

教職の専門性と専門職性がどのように相関
しつつ変化してきたのかを明らかにし、国際
的な研究動向のなかに位置づけ、世界におけ
る教師教育研究の進展に参画することを目
指した。 
国の教員政策において、教職の専門化と専

門職化は、補完的なものと捉えられてきた。
すなわち、教師の力量を向上すれば教職の社
会的地位も上がることを自明の前提として、
教員政策や改革が進められてきた。 
しかし、近年の欧米英語圏を中心とした教

職史研究は、専門化改革がむしろ専門職化を
阻み、相反関係を生じる場合もあることを指
摘してきた(Hargreaves, 2006)。 
本研究は、戦後日本における教職の専門性

と専門職性がどのようにとらえられ、その向
上がどのように目指され、その内実がどのよ
うに変化したのかの史的展開を明らかにす
ることによって、日本における特徴と意義を
国際的な研究動向のなかに位置づけると共
に、今後の教師教育改革に対して学術的知見
を提供することを目的とする。 

 
 

３．研究の方法 
 本研究は、教職史の展開を、教師教育論・
教育社会学・教育財政学・教育行政学・教育
法学の、各ディシプリンを有する中堅研究者
の領域横断的な協働にて明らかにする。教職
の歴史叙述は、教職のもつ複合的な性格によ
って、社会や経済や地域文化の歴史的分析を
視野に入れざるをえないため、学際的方法の
採用によって、多角的な分析をおこなった。 
 
 
４．研究成果 
本研究の主な研究成果は以下のとおりで

ある。 
 

(1)日米の教職＝専門職像の異同 
第一に、日本における教職＝専門職像が、

米国の専門職像とどう異なるかを史的に明
らかにした。 
明治初期に初代文部大臣森有礼が参照し

た教職像は、森が視察した米国州立師範学校
における教職像であった。これは、米国が神
に愛された特別の国であり、国への献身は神
への献身であるという認識に基づいて、教職
＝聖職＝専門職という教職像であった。 
森はこの 19 世紀米国プロテスタンティズ

ムに基づく教職像を日本に移入する際、キリ
スト教における「神」を「国」へと置換して
いた。 
したがって米国の教師＝聖職像の権威は

神に由来するが、日本の教師＝聖職像の権威
は国家に由来する位置づけとして基礎づけ
られることになった。これにより、森自身の
国家主義観自体は伊藤博文や元田永孚の国
家主義と異なるものだったが、森が暗殺され
た 1889 年に大日本帝国憲法第三条によって
天皇が神格化されて以降、国家＝天皇＝神の
権威が教職の権威の源泉となり続けていっ
たという、史的展開に関する一仮説が提示で
きた。 
この点で、米国における教職＝専門職像と

異なり、戦後日本における教職＝専門職像は
国家主義に環流するメカニズムを内包する
点を明らかにした。 
 
(2)米国における教職の専門性と専門職性の
関係 
第二に、米国における教職の専門性と専門

職性の関係を、19 世紀に焦点をあてて明らか
にした。 
米国において、州立師範学校は教職の女性

化が進行する中で創設されたため、女性の社
会的地位や被教育水準の低さと、密接に関連
づけられて出発した。 
州政府は、教職の専門職化をめざして、16

歳以上という当時としては異例の高い入学
資格基準を設定したが、当時の女性入学志願
者に対しては、それらの理想は非現実的なも
のだった。19世紀を通じて、州立師範学校の



入学志願者の多くが女性であり、その女性の
被教育水準が相対的に低かったため、州立師
範学校はカリキュラムの水準を上げたくて
も、実際には上げられないという問題に直面
することとなった 
州立師範学校が教師の能力の向上に対し

て与えられる影響は限定的で、むしろ教職の
労働条件や需給関係が州立師範学校に与え
る影響のほうが大きく、州立師範学校はそれ
ら外的諸条件に翻弄されつつ対応を迫られ
ていた。しかも、それら外的諸条件について
は一切考慮されないまま、州立師範学校は 19
世紀初頭から一貫して、輩出する教師の「質
の低さ」について一方的な批判にさらされ、
生き残りをかけた改革をおこなわなければ
ならない状況に置かれ続けていた。 
以上のように、19 世紀の米国では、教師の

能力の向上は、教師養成機関のカリキュラム
改革や高度化によって教師の能力、すなわち
教職の専門性を向上しようとしたが、教職の
給与や待遇を高める政策が何もおこなわれ
なかったため、結果としてカリキュラムの水
準を高めることができなかった。 
その結果、中西部の州立師範学校は、カリ

キュラムの水準を高めて大学昇格化を果た
したが、入学者の多くは教職に就くことを望
ます、学内でも教職準備教育は重視されなく
なっていった。一方、東部の州立師範学校は、
小学校教員養成に特化し、個性化・個別化を
図ったが、学問的水準が高まらず、大学昇格
化は全米で最も遅れる結果となった。 
以上の史的過程をみれば、マサチューセッ

ツ州の教育指導者ホレス・マンの仮説、すな
わち教師たちの力量を向上させる改革を推
進すれば、教職の社会的地位もおのずと改善
されるだろうという仮説は、歴史によってす
でに否定されたようにもみえる。教職の専門
性を向上させるためには、教職の専門職性の
向上、すなわち教職をめぐる社会的状況への
対処や、教師養成機関を一方的に非難するば
かりの世論への対処も、重要であることが示
唆された。 
また、19 世紀アメリカの教師教育改革にみ

られた諸特徴、すなわち①学校教員の質の低
さを、すべて教員養成機関のカリキュラムの
せいにしてしまう政策理念、②財政出動の代
わりに、安価な労働力を調達することで、教
員数だけ揃えようとする財政構造、③教職を
安価な労働に据え置いたまま、教員個人の献
身や熱意を動員し、結果として教員の自己犠
牲を強いる社会規範、④政治家が汚職を重ね
ても、経済が不況に陥っても、政治学部や経
済学部を廃止せよという世論は起きないの
に、学校教育に問題が生じると教員養成機関
を潰そうとする、「世論の無知と偏見」（エレ
ン・ハイド）、は、すべて現代の米国および
日本に共通して観察されるものである。 
本科研費の研究では 19 世紀にとどまった

が、20 世紀における教職の専門性と専門職性
との関係のさらなる解明が、今後の大きな課

題である。 
 

(3)20 世紀日本における教職の専門性と専門
職性の展開 
日本国内の教職史研究では、教職の理念史

研究が重要な主題とされ、教師=聖職者論・
労働者論・専門家論を対立的に付置しつつ史
的展開を整理する叙述枠組みが多く採用さ
れてきた(石戸谷, 1967） 。 
1980 年代後半からは、教師＝聖職者論と労

働者論の対立を乗り越える教師像として、教
師＝専門家論が位置づけられ、教職の専門職
化が目指すべき方向として示されてきた(市
川編, 1986; 佐藤, 1996, 2015) 。 
1970～80 年代には、主に教育社会学研究の

領域で、「専門職」という語の多義的使用状
況の批判 (竹内, 1971; 竹内, 1975) や、教
職の専門職化がもたらす弊害や危険性も提
起されていたが(河上, 1980; 今津, 1989) 
が、2000 年代以降は教職の専門職化への疑問
や批判はほとんど聴かれなくなっている。つ
まり、日本では教職史の発展史的な叙述枠組
みは現在も維持されており、充分に相対化さ
れているとは言いがたい。 
国の教員政策においても、1969 年の人材確

保法、1971 年の給特法に続いて、1971(S46)
年中央教育審議会答申には、教職は「高い専
門性と職業倫理によって裏づけられた特別
の専門的職業」であるべきとする方向性が示
され、1978年～1981年新構想三大学の設立、
2007 年教職大学院の設立など、1960 年代後
半から一貫して、実際に教職の専門職化が目
指されてきたと解釈できる。 
近年では、これらの教員政策が実際には教

職を「脱専門職化」しつつあるとする解釈や
批判も提起されているが(丸山, 2006; 野平, 
2008; 加野, 2010) 、いずれにせよ教職の専
門職化自体が目指される方向であることは、
今や研究領域においても教員政策において
も、自明の前提とされているといってよいだ
ろう。 
しかし、本研究によって、新構想大学の設

立過程や、地方公務員における教職決定メカ
ニズムの決定過程の検討を通して、日本にお
いて「特別の専門的職業」としての教職をめ
ざす政策は、必ずしも教職の待遇や社会的地
位、すなわち教職の専門職性を下支えする改
革を伴っていなかったことが明らかになっ
た。 
まず、教員給与については、1969 年の人材

確保法によって、一般地方公務員に対する優
位性が確保されることとされたことが、給与
面で教職の魅力を高める大きな政策となっ
た。しかし、その後教員給与は、全国の都道
府県において、人事院勧告によって定められ
た国立大学附属学校の給与に準拠するしく
みとなり、一般公務員の給与と同様に変動し
ていたことが明らかとなった。また、一般地
方公務員に対する優位性も縮小しているこ
とが明らかになった。給与面においては、教



職の専門職性は、1970 年代後半以降は特に下
支えされてこなかったことが示唆される。 
また教職の法的地位についても、教員免許

更新制が導入され、生涯有効だった教員免許
の有効期限が、十年間に縮小されるなど、弱
められていた。また、教育二法の制定以後、
教員の政治的中立が厳しく問われるように
なるなど、教員個人の思想信条の自由も、国
家公務員並みに制限され、その管理が強化さ
れていることが明らかになった。 
一方、教職を「特別な専門的職業」として

定義し、1978 年～1981 年新構想三大学の設
立、2007 年教職大学院の設立がおこなわれて
きた。しかし、この設立過程の議論の詳細を
みると、教員個々人の裁量の幅を広げ自律性
を高めるといった、西欧的専門職モデルにそ
ぐう理念は抽出できず、むしろ国家に自己犠
牲的に献身する聖職像を中心として、教職内
に指導者層となるリーダーを育て階層化を
促進する理念が観取された。 
今後、日本における教職の専門性と専門職

性の関係の展開を、いっそう探究することが
今後の課題である。 
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